
令和２年４月２２日開催の日本赤十字社企業年金基金第６回理事会において、下記の

とおり付議し、審議の結果、原案のとおり承認されました。 

 なお、本理事会は新型コロナウィルス感染拡大予防措置として、出席者は必要最小限

の人数とし、その他の理事については書面による議決権行使により開催したことを申し

添えます。 

記 

 

【理事会議事】 

１．審議事項 

   第１号議案 常務理事及び運用執行理事の選任について 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


